
南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金交付要綱 

令和５年６月１６日 

訓令第１３号 

(趣旨） 

第１条 この訓令は、コロナ禍においてエネルギー等の価格高騰により、厳しい経営状況にある町内事業者に

対し、事業の継続を支援するため、南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金（以下「給付金」と

いう。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義） 

第２条 この訓令において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。 

(1)エネルギー等 電気、ガス、燃料（ガソリン、灯油、軽油、重油）をいう。 

(2)事業者 南部町内に事業所のある資本金１億円以下の法人及び町内で事業を営む個人事業者をいう。 

(3)個人事業者 事業により事業収入を得ている者及び雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活

動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ている者

をいう。 

(給付金対象者) 

第３条 給付金の交付対象事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。 

(1)令和4年1月1日以前から継続してエネルギー等を利用し事業活動をおこなっている事業者 

(2)給付金の交付決定後も1年以上南部町内で事業継続の意思があること。 

 (3)副業ではなく反復継続的に事業を営み、法人にあっては決算事業年度の法人税申告、個人事業者にあって

は令和4年分の所得税の確定申告又は町民税の申告を行っていること。 

 (4)町税等を滞納してないこと。 

 (5)南部町の公の施設の指定管理者でないこと。 

 (6)「南部町運送事業者等燃料価格高騰対策支援給付金」を受給していないこと。また、今後も受給する意思

がないこと。 

 (7)山梨県が実施する「福祉施設等物価高騰対策支援金」を受給していないこと。また、今後も受給する意思

がないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。 

 (1)南部町暴力団排除条例（平成24年条例第10号）第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定す

る暴力団員等及び当該暴力団員と密接な関係を有する事業者 

(2)宗教上の組織又は団体 

(3)政治団体 

 (4)その他町長が適当でないと認める者 

 (給付金の額) 

第４条 給付金の額は、次に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1)法人 10万円 

 (2)個人事業者 5万円 

２ 給付金の交付は、1事業者につき一度限りとする。 

(申請) 

第５条 給付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、給付金申請書兼請求書（様式第1号）

に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1)法人は直近の決算事業年度の法人税確定申告及び法人事業概況説明書の写し、個人事業者は令和4年分の

所得税の確定申告書及び青色申告の場合は所得税青色申告書決算書、白色申告の場合は収支内訳書の写し、

第2条第3号に規定する事業者のうち業務委託契約等に基づく事業活動を行う事業者は業務委託元より請

け負ったことが証明できる書類の写し 

 (2)事業所の所在地や事業内容等を記載した書類の写し 

 (3)町税の完納証明書 

 (4)振込口座のわかる通帳の写し（法人の場合は法人名義であること）  

 (5)個人事業者は本人確認ができる書類の写し 



 (6)その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請の受付は、令和５年９月３０日までとする。 

(交付の決定等) 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の適否を決定し、給付金

交付決定通知書（様式第2号）又は不交付決定通知書（様式第3号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により給付金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関口座への振り込み

により給付金を交付するものとする。 

 (交付決定の取り消し等) 

第７条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の交付を受けたことが明らかになった場合には、

交付決定を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。 

 (その他) 

第８条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

（失効） 

２ この訓令は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の失効前に支給した給付金

に係わる第7条の規定については、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。 

  



様式第1号(第5条関係) 

南部町長 様 
 

南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金申請書兼請求書 

 

 南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金の交付を受けたいので、下記の事項を確認・誓約・同意

の上、南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金交付要綱第5条の規定により提出します。 

確認・誓約 

同意事項 

① 令和4年1月1日以前からエネルギー等を利用している町内に事業所のある資本金１億円以下の法人または

町内で事業を営む個人事業者です。 

② 給付金の交付決定後も1年以上町内で事業を継続します。 

③ 副業ではなく反復継続的に事業を営み、法人は法人税申告、個人事業者は令和4年分の所得税の確定申告を

行っています。町県民税のみの申告者で事業収入として申告及び雇用契約によらない業務委託契約等に基づ

く事業活動からの収入で、税務上雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得てい

ます。 

④ 町税の滞納はありません。 

⑤ 町から指定管理を受託していません。 

⑥「南部町運送事業者等燃料価格高騰対策支援給付金」を受給していません。また今後も受給する意思はありま

せん。 

⑦ 山梨県が実施する「福祉施設等物価高騰支援対策支援金」を受給していません。また今後も受給する意思は

ありません。 

⑧ 南部町暴力団排除条例（平成24年条例第10号）第2条第2項に規定する暴力団員、同条第3号に規定する

暴力団員等及び当該暴力団員と密接な関係を有する事業者等に該当していません。 

⑨ 宗教上の団体又は組織及び政治団体ではありません。 

⑩ 申請内容に事実と異なることがあった場合は、給付金の全部又は一部を返金します。 

⑪ 南部町が関係機関に申請（請求）内容の確認等を行うことに同意します。 

 
  年  月  日 

1、申請者 

住所（本社） 
 

事業所所在地 
 

法人名または名称 
 

法人番号              

代表者                              印 

連絡先電話番号 
※書類の不備等があった場合、電話で確認することがありますので、日中連絡が取れる電話番号を記入してください。 

業種 

(番号を選択してくださ

い) 

 1、農業、林業 11、不動産業、物品賃貸業 

2、漁業 12、学術、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 

3、鉱業、砕石業、砂利採取業 13、宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業 

4、建設業 14、生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業 

5、製造業 15、教育、学習支援業 

6、電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 16、医療、福祉 

7、情報通信業 17、複合ｻｰﾋﾞｽ事業 

8、運輸業、郵便業 18、ｻｰﾋﾞｽ業（他に分類されないもの） 

9、卸売業・小売業 19、分類不能の産業 

10、金融業・保険業  



 
2、申請金額   

事業者別 1事業者の交付額 

法人 100,000円 

個人事業者 50,000円 

申請額 円 

 

振込先 

金融機関 銀行・金庫・組合・農協 

支  店 本店・支店・出張所 

種  別 普通 ・ 当座 

口座番号  

名  義  

 

 

 

 

4、添付書類 

  1、法人は直近の法人税申告及び法人事業概要説明書の写し、個人事業者は令和4年分の所得税の確定申告

書及び青色申告の場合は所得税青色申告書決算書、白色申告の場合は収支内訳書の写し、第3条第1項

第3号のただし書きにある者は業務委託先より請け負った証明ができる書類の写し 

  2、事業所の所在地や事業内容等を記載した書類の写し 

  3、町税の完納証明書 

  4、振込先のわかる通帳の写し（法人の場合は法人名義であること）  

  5、個人事業者は本人確認ができる書類の写し 

 

 

町確認欄 

  

受

付 

 交付の適否 町長 課長 係 

適・否 
   



様式第 2号(第 6条関係) 

 

第         号 

  年  月  日 

 

            様 

受付番号（     ） 

 

南部町長  

 

 

南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金交付決定通知 

 

    年  月  日付けで申請兼請求のあった南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援

給付金については、次のとおり決定しましたので、南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給

付金要綱第６条第１項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付額                      円 

 

      ２ 口座振込予定日        年  月  日 

  



様式第 3号(第 6条関係) 

 

第         号 

  年  月  日 

 

            様 

受付番号（     ） 

南部町長  

 

 

南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金不交付決定通知 

 

    年  月  日付けで申請兼請求のあった南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援

給付金については、下記の理由により不交付の決定をしましたので、南部町事業者エネルギー等価

格高騰対策支援給付金要綱第６条第１項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１ 不交付の理由 

 


